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１
月
１
日
か
ら
、
住
民
基
本
台
帳

の
閲
覧
手
数
料
は
、
こ
れ
ま
で
の「
１

時
間
３
０
０
円
」か
ら「
住
民
基
本
台

帳
登
録
者
１
人
に
つ
き
３
０
０
円
」

に
改
正
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
大
磯
町
住
民
基
本
台
帳

の
閲
覧
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
を

新
た
に
制
定
し
、
平
成
17
年
９
月
１

日
か
ら
施
行
し
た
の
に
伴
い
、
手
数

料
の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
１

　
高
齢
者
虐
待
防
止
に
関
す
る
法
律

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
虐
待
と
は
、

①
殴
る
蹴
る
な
ど
の
暴
力

　（
身
体
的
虐
待
）

②
世
話
を
し
な
い
、
無
視
を
す
る

　（
著
し
い
介
護
放
棄
）

③
嫌
が
ら
せ
や
無
視
、
暴
言

　（
心
理
的
虐
待
）

④
性
的
な
い
や
が
ら
せ

　（
性
的
虐
待
）

⑤
勝
手
に
資
産
を
使
っ
て
し
ま
う

　（
経
済
的
虐
待
）

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
の
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う

の
も
虐
待
の
一
部
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
虐
待
を
し
て

い
る
人
に
自
覚
が
無
く
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
や
、
家
族
な
ど
が
些
細
な
こ

と
と
思
っ
て
い
て
も
、
積
み
重
な
る

こ
と
で
高
齢
者
に
多
大
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
　
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
町
で
は
虐
待
問
題
に
つ
い
て
の

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
高
齢

者
の
中
に
は
、
辛
く
て
も
声
を
出
せ

な
い
人
た
ち
も
い
ま
す
。
あ
な
た
の

身
近
に
も
そ
の
よ
う
な
人
は
い
ま
せ

ん
か
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
１
５

土
地
・
家
屋
の
納
税
義
務
者
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は

　
相
続
や
贈
与
な
ど
に
よ
り
土
地
・

家
屋
の
納
税
義
務
者
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
や
、
納
税
義
務
者
が
亡
く
な

ら
れ
た
の
に
変
更
し
て
い
な
い
場
合

は
、
納
税
義
務
者
の
変
更
の
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　
家
屋
の
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月

１
日
に
現
存
す
る
建
物
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
、
取
り
壊
し
た
こ
と

を
お
申
出
く
だ
さ
い
。

住
宅
用
地
の
申
告
に
つ
い
て

　
住
宅
用
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る

方
で
、
そ
の
土
地
や
家
屋
等
の
状
況

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
２５
日
ま
で
に

　
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

は
、
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の

状
況
に
つ
い
て（
資
産
の
種
類
・
取

得
価
格
・
取
得
時
期
・
耐
用
年
数
等
）、

１
月
25
日（
水
）ま
で
に
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る

方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
所
有
し

て
い
る
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど

（
使
用
し
て
い
る
、
し
て
い
な
い
は

問
い
ま
せ
ん
）で
、
他
の
税（
自
動
車
・

軽
自
動
車
税
等
）の
対
象
と
な
ら
な

い
有
形
固
定
資
産
を
い
い
ま
す
。

※
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

税
務
会
計
に
お
い
て
、
耐
用
年
数

１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10

万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、
法
人

税
法
等
の
規
定
に
よ
り
一
時
に
損

金
に
算
入
さ
れ
た
も
の
。
ま
た
、

取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
減
価

償
却
資
産
で
、
事
業
年
度
ご
と
に

一
括
し
て
３
年
間
で
償
却
す
る
場

合
。

　
今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
税
務
署
で
は
、
１

月
４
日（
水
）か
ら
所
得
税
の
還
付
申

告
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
告
期

間
中
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
早
め
の
申
告
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
ま
た
、
１
月
26
日（
木
）か
ら
は
申

告
会
場
が
変
わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
受
付
日
時
・
会
場

【
平
塚
税
務
署
】

　
１
月
４
日（
水
）〜
26
日（
木
）

　
土･

日･

祝
日
は
除
く

【
平
塚
駅
ビ
ル
６
階
ラ
ス
カ
ホ
ー
ル
】

　
１
月
26
日（
木
）〜
３
月
15
日（
水
）

　
土･

日･

祝
日
は
除
く

※
た
だ
し
、
２
月
19
日（
日
）・
26
日

（
日
）は
開
場
し
ま
す
。

※
こ
の
期
間
中
、
平
塚
税
務
署
に
は

申
告
書
作
成
会
場
を
設
置
し
て
い

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は「
タ

ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー（
税
金
相
談
）」や

「
確
定
申
告
等
情
報
」ま
た「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」な
ど
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　h

ttp
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）
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税
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還
付
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１
月
中
に
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